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(57)【要約】
【課題】取り付けの利便性および安定性に優れたシート
ベルトロック装置を提供する。
【解決手段】シートベルトロック装置２１は、シートベ
ルト挿通孔２２を有する本体ケース２３と、本体ケース
２３に支持されるベルト抜け止め部材２４と、シートベ
ルトの移動を規制するベルトロック部材２５と、ベルト
ロック部材２５を付勢する付勢手段と、第一の位置から
第二の位置に移動したときに、ベルトロック部材２５を
ベルトロック解除位置に向けて押す操作部２６と、操作
部２６とベルト抜け止め部材２４とを連動可能に連結す
る連結部とを備える。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車のシートベルトが張り渡されて自動車の座席に固定されるチャイルドシートに設
けられるシートベルトロック装置であって、
　開口端から一方に向けて延在し、前記シートベルトを前記開口端から内部に受け入れ可
能なシートベルト挿通孔を有する本体ケースと、
　前記シートベルト挿通孔の内部に挿入された前記シートベルトが外方へと脱落するのを
防止するために前記開口端を閉鎖する閉鎖位置と、前記シートベルトが前記シートベルト
挿通孔に出入り可能な状態とするために前記開口端を開放する開放位置との間を移動可能
となるように前記本体ケースに支持されるベルト抜け止め部材と、
　前記シートベルト挿通孔に挿入された前記シートベルトの一方面側から前記シートベル
トを押圧し、前記シートベルト挿通孔を画定する壁面に前記シートベルトを押し当てて前
記シートベルトの移動を規制するベルトロック位置と、前記シートベルトに対する押圧を
解除して前記シートベルトの移動を許容するベルトロック解除位置との間を移動可能とな
るように前記本体ケースに支持されるベルトロック部材と、
　前記ベルトロック部材を前記ベルトロック位置に向けて付勢する付勢手段と、
　第一の位置と第二の位置との間を移動可能となるように前記本体ケースに支持され、前
記第一の位置から前記第二の位置に移動するように操作されたときに、前記ベルトロック
部材と当接し、前記ベルトロック部材を前記ベルトロック解除位置に向けて押す操作部と
、
　前記操作部が前記第一の位置にあるときには、前記ベルト抜け止め部材を前記閉鎖位置
に配置させ、前記操作部が前記第二の位置にあるときには、前記ベルト抜け止め部材を前
記開放位置に配置させるように、前記操作部と前記ベルト抜け止め部材とを連動可能に連
結する連結部と、を備える、シートベルトロック装置。
【請求項２】
　前記ベルトロック部材は、
　軸を介して前記本体ケースに回動可能に支持され、
　その一方側端部がベルトロック時に前記シートベルトを噛み込む突条のクラッチ部を構
成し、
　その他方端部が前記操作部と当接する当接部を構成する、請求項１に記載のシートベル
トロック装置。
【請求項３】
　前記連結部は、
　前記ベルト抜け止め部材に設けられた第一貫通孔および第二貫通孔と、
　前記操作部に設けられ、前記第一貫通孔に挿入される操作部軸部と、
　前記本体ケースに設けられ、前記第二貫通孔に挿入される本体ケース軸部と、から構成
される、請求項１または２に記載のシートベルトロック装置。
【請求項４】
　前記操作部は、前記本体ケースから外方に突出するように配置された操作ボタンを有し
、
　当該操作ボタンが前記本体ケース側に向けて押し込まれると、前記操作部が前記第一の
位置から前記第二の位置へと移動する、請求項１～３のいずれかに記載のシートベルトロ
ック装置。
【請求項５】
　前記付勢手段は、バネによって構成される、請求項１～４のいずれかに記載のシートベ
ルトロック装置。
【請求項６】
　自動車のシートベルトが張り渡されて自動車の座席に固定されるチャイルドシートであ
って、
　乳幼児が着座する座部と、
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　着座する乳幼児の背中を背後から支持する背もたれ部と、
　前記背もたれ部の背面側上方部に設けられ、請求項１～５のいずれかに記載の特徴を有
するシートベルトロック装置と、を備えるチャイルドシート。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、チャイルドシートに用いられるシートベルトロック装置、およびシートベル
トロック装置を備えるチャイルドシートに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　乳幼児を自動車に乗せて移動する際に、乳幼児を着座させて用いるチャイルドシートは
、自動車に設置されているシートベルトを利用して自動車の座席に締着固定される。この
ようなチャイルドシートにおいては、着座する乳幼児の安全を確保するために、チャイル
ドシートがシートベルトによって自動車の座席に堅固に固定されることが重要である。そ
のためには、シートベルトが、チャイルドシートの所定の位置に安定して張り渡されるこ
とが必要となる。このような安全性の観点から、シートベルトをチャイルドシートの所定
の位置に保持可能とするためのシートベルトロック装置が、種々開発されてきた。このよ
うなシートベルトロック装置として、例えば特開２００１－３４７８６０号公報（特許文
献１）が、開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－３４７８６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載のシートベルトロック装置は、上下方向に長尺な下端開口のシートベ
ルト挿通孔が設けられた本体ケースと、シートベルト挿通孔を覆うように本体ケースに枢
支されたベルト押え部とを備える。ベルト押え部は、シートベルトロック時にベルト挿通
孔を閉鎖してシートベルトを挟み込む板状のレバー部と、当該レバー部の下端から外方へ
突出するように設けられ、シートベルトロック時にシートベルトがシートベルト挿通孔か
ら下方側に脱落することを防止するように、シートベルト挿通孔の下端開口を閉塞するベ
ルトストッパ部とを有する。
【０００５】
　ここで、特許文献１に記載のシートベルトロック装置は、上記構成を備えることから、
次に示す課題があった。チャイルドシートを自動車座席に締着固定する場合に、シートベ
ルトをチャイルドシートに弛みなく強く張り渡すためには、使用者は、シートベルトをシ
ートベルトロック装置に挿通させ、チャイルドシートに張架した後、シートベルトを、シ
ートベルトロック装置から引き出す方向に向けて引っ張る作業を行う必要がある。
【０００６】
　ここで、上記したように、特許文献１に係るシートベルトロック装置においては、レバ
ー部とベルトストッパ部とが、一体的に設けられている。このため、シートベルトを引き
出すように引っ張ったときに、レバー部がシートベルトの動きに追随して開方向に回動し
てしまうことが起こり得る。そうすると、ベルトストッパ部も同様に開方向に移動するた
め、シートベルト挿通孔の下端開口を開放することとなる。これにより、シートベルトが
シートベルト挿通孔から下方へと脱落してしまうこととなる。このように、特許文献１に
記載のチャイルドシートは、自動車座席への取り付け作業時に、シートベルトがシートベ
ルトロック装置から脱落してしまうことが往々にして起こり得るため、利便性に関して欠
点があった。
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【０００７】
　また、特許文献１に記載のチャイルドシートにおいては、衝突等により衝撃が加えられ
た場合においても、レバー部とベルトストッパ部とが一体的に開いてしまうことによって
、シートベルトがシートベルトロック装置から脱落してしまうことも起こり得る。
【０００８】
　そこで、本発明の目的は、上記課題に鑑み、取り付けの利便性を向上させるとともに、
シートベルトを安定してロックすることができるシートベルトロック装置を提供すること
である。
【０００９】
　本発明の他の目的は、取り付けの利便性および安定性に優れたシートベルトロック装置
を備えるチャイルドシートを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係るシートベルトロック装置は、自動車のシートベルトが張り渡されて自動車
の座席に固定されるチャイルドシートに設けられる。このシートベルトロック装置は、開
口端から一方に向けて延在し、シートベルトを開口端から内部に受け入れ可能なシートベ
ルト挿通孔を有する本体ケースと、シートベルト挿通孔の内部に挿入されたシートベルト
が外方へと脱落するのを防止するために開口端を閉鎖する閉鎖位置と、シートベルトがシ
ートベルト挿通孔に出入り可能な状態とするために開口端を開放する開放位置との間を移
動可能となるように本体ケースに支持されるベルト抜け止め部材と、シートベルト挿通孔
に挿入されたシートベルトの一方面側からシートベルトを押圧し、シートベルト挿通孔を
画定する壁面にシートベルトを押し当ててシートベルトの移動を規制するベルトロック位
置と、シートベルトに対する押圧を解除してシートベルトの移動を許容するベルトロック
解除位置との間を移動可能となるように本体ケースに支持されるベルトロック部材と、ベ
ルトロック部材をベルトロック位置に向けて付勢する付勢手段と、第一の位置と第二の位
置との間を移動可能となるように本体ケースに支持され、第一の位置から第二の位置に移
動するように操作されたときに、ベルトロック部材と当接し、ベルトロック部材をベルト
ロック解除位置に向けて押す操作部と、操作部が第一の位置にあるときには、ベルト抜け
止め部材を閉鎖位置に配置させ、操作部が第二の位置にあるときには、ベルト抜け止め部
材を開放位置に配置させるように、操作部とベルト抜け止め部材とを連動可能に連結する
連結部とを備える。
【００１１】
　この構成によれば、使用者が操作部を第一の位置から第二の位置へと操作すると、ベル
ト抜け止め部材が開放位置へと移動するとともに、ベルトロック部材が操作部によってベ
ルトロック解除位置へ向けて押されて移動する。これにより、使用者は、シートベルト挿
通孔内にシートベルトを挿入することが可能となる。その後に、使用者が操作部から手を
離すと、上記付勢手段によって、ベルトロック部材がベルトロック位置に移動し、操作部
が第二の位置から第一の位置へと押し返されるとともに、ベルト抜け止め部材が閉鎖位置
へと復帰することとなる。こうして、シートベルト挿通孔内に挿入されたシートベルトは
、ベルトロック部材によって押圧されてロックされ、且つ、ベルト抜け止め部材によって
シートベルト挿通孔から脱落することが防止されることとなる。
【００１２】
　ここで、本発明においては、シートベルトロック時に、ベルトロック部材単体に対して
ベルトロック解除位置へ向けた力が加えられた場合、ベルトロック部材と操作部との当接
状態が解除され、ベルトロック部材のみがベルトロック解除位置へ移動することが可能な
構成となっている。すなわち、使用者が、チャイルドシートを自動車座席に締着固定する
際、シートベルトロック装置にシートベルトを挿通した状態でシートベルトを引っ張った
場合に、仮にベルトロック部材がベルトロック解除位置へ向けて移動させられたとしても
、操作部およびベルト抜け止め部材は、ベルトロック部材との機械的結合が解除されるた
め、その位置が確実に維持される構成となっている。したがって、ベルト抜け止め部材に
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よってシートベルト挿通孔の開口端が確実に閉鎖されるため、シートベルトをシートベル
ト挿通孔内に確実に保持することができる。これにより、チャイルドシートの取り付け作
業時にシートベルトがシートベルトロック装置から脱落することを防止することができる
ため、取り付け作業に係る利便性を向上させることができる。
【００１３】
　さらに、衝突等によりチャイルドシートに衝撃が加えられた場合においても、シートベ
ルトロック装置は、上記のようにシートベルトをシートベルト挿通孔内に確実に保持する
ことができるため、チャイルドシートを抑えるシートベルトの押さえ位置をより安定させ
ることができる。したがって、チャイルドシートを自動車座席にシートベルトを介してよ
り安定して締着固定することができる。
【００１４】
　また、上記構成によれば、使用者は、一つの操作部を操作するだけで、シートベルトの
出し入れと、シートベルトのロック／ロック解除といった作業を行うことができる。した
がって、チャイルドシートを自動車座席に容易に設置することができる。
【００１５】
　好ましくは、ベルトロック部材は、軸を介して本体ケースに回動可能に支持され、その
一方側端部がベルトロック時にシートベルトを噛み込む突条のクラッチ部を構成し、その
他方端部が操作部と当接する当接部を構成する。この構成によれば、ベルトロック部材は
、ベルトロック位置とロック解除位置との間を、軸を中心とした回動により移動すること
となるため、構成をよりコンパクトにすることができる。また、シートベルトロック時に
おいて、上記クラッチ部によってシートベルトを噛み込んでロックすることができるため
、より効果的にシートベルトの移動を規制することができる。
【００１６】
　好ましくは、連結部は、ベルト抜け止め部材に設けられた第一貫通孔および第二貫通孔
と、操作部に設けられ、第二貫通孔に挿入される操作部軸部と、本体ケースに設けられ、
第二貫通孔に挿入される本体ケース軸部とから構成される。この構成によれば、操作部と
ベルト抜け止め部材とを連動して動作可能とするための連結構造を、より簡単な構成によ
り実現することができる。
【００１７】
　好ましくは、操作部は、本体ケースから外方に突出するように配置された操作ボタンを
有し、当該操作ボタンが本体ケース側に向けて押し込まれると、操作部が第一の位置から
第二の位置へと移動する。この構成によれば、使用者が、操作部の操作をより容易に行う
ことが可能となる。
【００１８】
　好ましくは、付勢手段は、バネによって構成される。この構成によれば、より低価格な
部材であるバネを用いて、上記付勢手段を構成することができる。
【００１９】
　自動車のシートベルトが張り渡されて自動車の座席に固定されるチャイルドシートであ
って、乳幼児が着座する座部と、着座する乳幼児の背中を背後から支持する背もたれ部と
、背もたれ部の背面側上方部に設けられ、本願請求項１～４のいずれかに記載の特徴を有
するシートベルトロック装置とを備える。
【００２０】
　この構成によれば、上記した効果をもたらすことができるシートベルトロック装置を備
えることから、取り付けの利便性および安定性に優れたチャイルドシートを提供すること
ができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、使用者が、チャイルドシートを自動車座席に締着固定する際、シート
ベルトロック装置にシートベルトを挿通した状態でシートベルトを引っ張った場合に、仮
にベルトロック部材がベルトロック解除位置へ向けて移動させられたとしても、操作部お
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よびベルト抜け止め部材は、ベルトロック部材との機械的結合が解除されるため、その位
置が確実に維持される構成となっている。したがって、ベルト抜け止め部材によってシー
トベルト挿通孔の開口端が確実に閉鎖されるため、シートベルトをシートベルト挿通孔内
に確実に保持することができる。これにより、チャイルドシートの取り付け作業時にシー
トベルトがシートベルトロック装置から脱落することを防止することができるため、取り
付け作業に係る利便性を向上させることができる。さらに、衝突等によりチャイルドシー
トに衝撃が加えられた場合においても、シートベルトロック装置は、上記のようにシート
ベルトをシートベルト挿通孔内に確実に保持することができるため、チャイルドシートを
抑えるシートベルトの押さえ位置を安定させることができる。したがって、チャイルドシ
ートを自動車座席にシートベルトを介してより安定して締着固定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施形態に係るチャイルドシートの斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るチャイルドシートの左側面図である。
【図３】図２に示す本発明の一実施形態に係るシートベルトロック装置の外観図である。
【図４】図３に示すシートベルト挿通孔付近を拡大した拡大図である。
【図５】図３に示すシートベルトロック装置を図３中の矢印Ｖから見た外観図である。
【図６】図５に示すシートベルトロック装置を図５中の矢印VIから見た外観図である。
【図７】図３に示すシートベルトロック装置を図３中のVII－VIIで切断し、下方側から見
た断面図である。
【図８】図６に示すベルトロック部材の外観図であって、（ａ）は図６の方向から見た図
を示し、（ｂ）は（ａ）に示すベルトロック部材を下方から見た図を示し、（ｃ）は（ａ
）に示すベルトロック部材を図８中の矢印Ｃから見た図を示す。
【図９】図７に示す操作部の外観図であって、（ａ）は図９（ｂ）中の矢印ａの方向から
見た図を示し、（ｂ）は図７の方向から見た図を示す。
【図１０】図７に示すベルト抜け止め部材の外観図である。
【図１１】図７に示すシートベルトロック装置をロック解除した状態を示す図であって、
図７に対応する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づき詳細に説明する。まず、図１～図２を用いて
、本発明の一実施形態に係るチャイルドシート１１の全体構造について説明する。なお、
以下の説明における前後左右方向は、チャイルドシート１１に着座した乳幼児の視線方向
を基準とする。すなわち、説明中の前後方向は、図２の紙面左右方向に相当し、説明中の
左右方向は、図２の紙面表裏方向に相当する。
【００２４】
　図１～図２を参照して、本発明の一実施形態に係るチャイルドシート１１は、自動車に
備えられたシートベルト１２を利用して自動車座席（図示せず）に締着固定され、その上
に乳幼児を着座させて用いる装置であって、自動車移動中の乳幼児の安全性を確保するた
めのものである。
【００２５】
　チャイルドシート１１は、乳幼児が着座する座部１３と、着座する乳幼児の背中を背後
から支持する背もたれ部１４と、背もたれ部１４の背面上端部から左右に分かれて下方へ
と延び、背もたれ部１４の下端近辺において前方へと屈曲して座部１３の下端部に接続す
る左右一対のシェルフレーム１５とを有する座席部１６と、座席部１６を下方から支持し
、座席部１６のリクライニング移動を許容するベース部１７とを備える。
【００２６】
　ベース部１７の後端部には、シートベルト１２の腰ベルト１２１が張り渡されるベルト
張架部１８が設けられている。ベルト張架部１８には、張り渡された腰ベルト１２１の位
置を保持するためのベルト係止部１８ａが設けられている。
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【００２７】
　本実施形態に係るチャイルドシート１１は、背もたれ部１４と左右のシェルフレーム１
５との交差領域に取り付けられた左右のシートベルトロック装置２１を備える。このシー
トベルトロック装置２１は、シートベルト１２の肩ベルト１２２をその内部に保持し、肩
ベルト１２２がチャイルドシート１１を抑える押さえ位置を安定して維持するための装置
である。図１～図２に示す使用形態においては、左側に設けられたシートベルトロック装
置２１に、肩ベルト１２２が挿通されている。すなわち、チャイルドシート１１は、ベル
ト張架部１８に張架された腰ベルト１２１と、シートベルトロック装置２１を通してシェ
ルフレーム１５に張架された肩ベルト１２２とによって、自動車座席に締着固定されてい
る。
【００２８】
　次に、図３～図１０を用いて、本発明の一実施形態に係るシートベルトロック装置２１
の構成について説明する。図３は、図２に示すシートベルトロック装置２１、すなわちチ
ャイルドシート１１の左側に設けられたシートベルトロック装置２１を示している。なお
、図３、図５、および図６においては、理解の容易の観点から、シートベルトロック装置
２１に挿通されたシートベルト１２を除外している。また、上記と同様に、説明における
前後左右方向は、図２のチャイルドシート１１に着座した乳幼児の視線方向を基準とする
。すなわち、説明中の前後方向は図３の紙面左右方向に相当し、説明中の左右方向は図３
の紙面表裏方向に相当する。
【００２９】
　図３～図１０を参照して、本発明の一実施形態に係るシートベルトロック装置２１は、
シートベルトロック装置２１の外形を画定する本体ケース２３と、本体ケース２３の内部
に支持される部材であって、シートベルトロック時にシートベルト１２が下方へと脱落す
るのを防止するためのベルト抜け止め部材２４と、シートベルトロック時にシートベルト
１２の移動を規制するベルトロック部材２５と、ベルト抜け止め部材２４およびベルトロ
ック部材２５を連動して操作可能な操作部２６とを備える。
【００３０】
　本体ケース２３は、上下方向に長尺な半楕円状の板状部材である表壁部２８と、表壁部
２８の裏面３０から右方向へ突出するように設けられた枠フレーム２９とを有する。
【００３１】
　表壁部２８の中央部には、シートベルト１２を挿通させるためのシートベルト挿通孔２
２が設けられている。シートベルト挿通孔２２は、下端の開口端２７から上方に向けて延
在する凹み穴であって、上下方向に略直線上に延びている。また、表壁部２８の前方下方
領域には、後述する操作ボタンを外方に露出させるための貫通孔２８ｈが設けられている
。
【００３２】
　枠フレーム２９は、シートベルト挿通孔２２の後壁面２２ｓを画定する後壁部２９１と
、後壁部２９１の上端から前方に延在する上壁部２９２と、上壁部２９２の前端から下方
に延在する前壁部２９３と、前壁部２９３の下端から後方に延在する下壁部２９４とから
構成されている。上記したベルト抜け止め部材２４、ベルトロック部材２５、および操作
部２６は、枠フレーム２９を構成する壁部２９１～２９４によって画定される内部の空間
に支持されている。
【００３３】
　後壁部２９１と下壁部２９４との間には、隙間が設けられており、この隙間によって開
口端２７が画定されている。シートベルト１２をシートベルト挿通孔２２内に挿入する場
合には、この開口端２７から上方へ向けて滑り込ませることにより内部に挿入することが
可能となっている。
【００３４】
　下壁部２９４上面の左側端部中央（図７中の紙面上方側）には、上方へ向けて突出する
円形の本体ケース軸部３３が設けられている。この本体ケース軸部３３を介して、本体ケ
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ース２３とベルト抜け止め部材２４とが係合される。また、枠フレーム２９の右側中央部
（図７中の紙面下方側）には、上壁部２９２から下壁部２９４へ貫通するシャフト３４が
取り付けられている。このシャフト３４は、上壁部２９２に設けられた貫通孔と、下壁部
２９４に穿設された凹み穴（ともに図示せず）とに挿通され、上壁部２９２と下壁部２９
４との間に亘って、シートベルト挿通孔２２の延在方向に沿って延びるように配置されて
いる。このシャフト３４を介して、ベルトロック部材２５が、本体ケース２３に回動可能
に係合される。なお、これら部材同士の係合構造の詳細については、後述する。
【００３５】
　ベルト抜け止め部材２４は、平坦な板状部材である。ベルト抜け止め部材２４は、その
後端部に位置し、シートベルトロック時に開口端２７を閉鎖する抜け止め部２４１と、抜
け止め部２４１の前端から斜め前方に延びる係合部２４２とを含む。また、抜け止め部２
４１には、前後方向に延在する第一貫通孔２４３が設けられており、係合部２４２には、
円形の第二貫通孔２４４がそれぞれ設けられている。ベルト抜け止め部材２４は、下壁部
２９４に設けられた上記本体ケース軸部３３を第二貫通孔２４４に挿通させ、下壁部２９
４上に設置される。これにより、ベルト抜け止め部材２４は、本体ケース２３に対して、
本体ケース軸部３３を中心として回動可能に係合される。
【００３６】
　ベルト抜け止め部材２４の上方には、操作部２６が設置される。操作部２６は、上記表
壁部２８に設けられた貫通孔２８ｈから外方へ突出する操作ボタン２６１と、操作ボタン
２６１と接続し、本体ケース２３内に収容されている操作部本体２６２とを有する。操作
部本体２６２は、下面後方側（図９中の紙面右側）において下方へ向けて突出するように
設けられた円形の操作部軸部２６３と、下面前方側において下方へ突出するように設けら
れ、且つ左右方向に長尺に延在する足部２６４と、操作部本体２６２の右側面の前端部か
ら右方向に突出するように設けられた板状の突出部２６５とを含む。なお、操作部本体２
６２の右後端の角部には、傾斜面２６７が形成されている。
【００３７】
　操作部２６は、操作部本体２６２の下面に設けられた上記操作部軸部２６３を、ベルト
抜け止め部材２４に設けられた第一貫通孔２４３に挿通させ、ベルト抜け止め部材２４上
に設置される。これにより、操作部２６とベルト抜け止め部材２４とは、第一貫通孔２４
３および第一貫通孔２４３に挿入された操作部軸部２６３とによって係合されることとな
る。また、このときに操作部本体２６２の下面に設けられた足部２６４が、枠フレーム２
９の下壁部２９４と当接し、操作部２６の姿勢を安定させる。これにより、後述するよう
に操作部２６を操作する場合において、操作部２６のぐらつきを防止し、操作部２６を安
定して操作することができる。
【００３８】
　ベルトロック部材２５は、本体ケース２３に設けられた上記シャフト３４を介して、本
体ケース２３の右側領域に枢支されている。ベルトロック部材２５は、上下方向に延びる
円筒部２５１と、円筒部２５１の前方側に突出するように設けられ、上下方向に所定の高
さを有する当接部２５２と、円筒部２５１から後方に向けて延び、その先端部に突条のク
ラッチ部２５３が複数形成されているロック部２５４とを有する。円筒部２５１は、その
中心に貫通孔２５５を含む上下方向に長尺な円筒状部材である。当接部２５２は、後述す
るように、操作時に操作部２６に設けられた上記突出部２６５の先端と当接する部材であ
って、突出部２６５の先端を受け入れ易い形状となるように構成されている。ロック部２
５４は、後方に向かうにつれて高さが高くなるように形成されており、先端に設けられた
クラッチ部２５３によって、シートベルトロック時に、シートベルト１２の移動を効果的
に規制することができる。ベルトロック部材２５は、上記シャフト３４を貫通孔２５５に
挿通することによって、本体ケース２３に回動可能に支持されている。
【００３９】
　本実施形態においては、ベルトロック部材２５は、本体ケース２３に設けられた捩りコ
イルバネ（図示せず）によって、シャフト３４を中心として、図７に示す方向から見て時
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計回り方向に常に付勢されている。この捩りコイルバネの弾性力によって、ベルトロック
部材２５は、シートベルト１２をロックする。
【００４０】
　このように、ベルトロック部材２５は、シャフト３４を中心とした回動により後述する
シートベルトロック位置からシートベルトロック解除位置まで移動することとなる。しが
って、ロック装置をよりコンパクトに構成することができる。また、シートベルトロック
時において、上記クラッチ部２５３によってシートベルト１２を噛み込んでロックするこ
とができるため、より効果的にシートベルト１２の移動を規制することができる。
【００４１】
　次に、図７および図１１を用いて、本実施形態に係るシートベルトロック装置２１の動
作について説明する。図７は、シートベルトロック状態を示しており、図１１は、シート
ベルトロック解除状態を示している。
【００４２】
　図７および図１１を参照して、シートベルト１２をロックしている状態においては、図
７に示すように、ベルトロック部材２５が、上記捩りコイルバネによって付勢され、シー
トベルト挿通孔２２を閉鎖する位置に配置される。したがって、シートベルト挿通孔２２
にシートベルト１２が挿入されていると、シートベルト１２の前面側（紙面左側）から壁
面２２ｓに対してシートベルト１２を押圧する。このとき、ロック部２５４の先端に設け
られたクラッチ部２５３が、シートベルト１２を噛み込む。これにより、シートベルト１
２の移動が規制され、シートベルト１２はロックされる。
【００４３】
　また、図７に示すシートベルトロック状態においては、ベルト抜け止め部材２４に設け
られた抜け止め部２４１が、シートベルト挿通孔２２の開口端２７を閉鎖している。した
がって、シートベルト１２は、抜け止め部２４１の上方のシートベルト挿通孔２２内に保
持されるため、シートベルト挿通孔２２の開口端２７から下方へ脱落することが防止され
ている。
【００４４】
　シートベルトロック状態における操作部２６は、図７に示すように、操作ボタン２６１
が本体ケース２３の外方に最大限突出した第一の位置に配置されている。このシートベル
トロック状態からロックを解除する場合、使用者は、第一の位置にある操作ボタン２６１
を、本体ケース２３側へ向けて押し込み、操作部２６を図１１に示す第二の位置に配置さ
せるよう移動させる。この移動に伴って、ベルト抜け止め部材２４の第一貫通孔２４３と
係合する操作部軸部２６３が、係合する第一貫通孔２４３の壁面を図７の紙面下方へ向け
て押す。そうすると、操作部軸部２６３が第一貫通孔２４３内を相対移動するとともに、
ベルト抜け止め部材２４が本体ケース軸部３３を中心として回動する。その結果、ベルト
抜け止め部材２４は、図７に示す開口端２７を閉鎖する閉鎖位置から、図１１に示すよう
に開口端２７を開放する開放位置へと回動により移動することとなる。
【００４５】
　すなわち、本実施形態に係るシートベルトロック装置２１は、操作部２６とベルト抜け
止め部材２４とを連動可能に連結する連結部を備えており、この連結部を、ベルト抜け止
め部材２４に設けられた第一貫通孔２４３および第二貫通孔２４４と、第一貫通孔２４３
に挿入される操作部軸部２６３と、第二貫通孔２４４に挿入される本体ケース軸部３３と
によって構成している。このように、本実施形態においては、操作部２６とベルト抜け止
め部材２４とを連動可能に連結するための連結構造を、上記のような簡単な構成によって
実現している。
【００４６】
　操作部２６が第一の位置から第二の位置に移動すると、それに伴って、操作部２６に設
けられた突出部２６５が、ベルトロック部材２５に設けられた当接部２５２と当接し、こ
れを図７の紙面下方へ向けて押す。そうすると、ベルトロック部材２５は、シャフト３４
を中心として、図７に示す方向から見て反時計回りに、上記捩りコイルバネの弾性力に逆
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らって回動する。そして、操作部本体２６２の右後端角部に形成されている傾斜面２６７
と、ロック部２５４の側面２５６とが当接し、操作部２６、ベルトロック部材２５、およ
びベルト抜け止め部材２４の動きが規制される。こうして、ベルトロック部材２５は、図
７に示すベルトロック位置から、図１１に示すようにシートベルト挿通孔２２を開放する
ベルトロック解除位置まで回動により移動する。この状態となると、ベルトロック部材２
５によるシートベルト１２に対する押圧が解除され、シートベルト１２がシートベルト挿
通孔２２内を移動可能となる。
【００４７】
　このように、使用者は、操作ボタン２６１を押し込むことによって、ベルト抜け止め部
材２４およびベルトロック部材２５を、ロック解除の位置に連動して移動させることがで
きる。その結果、シートベルトロック装置２１は、シートベルト１２をシートベルト挿通
孔２２に出し入れ可能なロック解除状態となる。
【００４８】
　図１１に示すロック解除状態から、使用者が操作部２６を離すと、上記捩りコイルバネ
の弾性力によって、ベルトロック部材２５が、図１１に示す方向から見て時計回りに回動
し、図７に示すベルトロック位置へと復帰する。そして、ベルトロック部材２５が、再び
シートベルト１２を壁面２２ｓに対して押圧し、クラッチ部２５３がシートベルト１２を
噛み込んでロックする。
【００４９】
　ベルトロック部材２５がベルトロック解除位置からベルトロック位置に回動するのに伴
って、当接部２５２が突出部２６５を図１１の紙面上方へ向けて押す。そうすると、操作
部２６が第二の位置から第一の位置へと押し戻される。これとともに、ベルト抜け止め部
材２４が、図１１に示す開放位置から、図７に示す閉鎖位置へと復帰して、シートベルト
挿通孔２２の開口端２７を閉鎖する。こうして、シートベルトロック装置２１は、ロック
状態となる。
【００５０】
　本実施形態に係るシートベルトロック装置２１は、上記構成を備えることから、チャイ
ルドシート１１を自動車座席に締着固定する際に、シートベルト１２をロックした状態で
シートベルト１２を引っ張る作業を行った場合や、チャイルドシート１１に衝突等による
衝撃が加えられた場合において、シートベルト１２をシートベルト挿通孔２２内に確実に
保持することができる。これについて、以下に説明する。
【００５１】
　シートベルトロック状態でシートベルト１２を引っ張った場合や、チャイルドシート１
１に衝撃が加わった場合、シートベルト１２から、当該シートベルトを噛み込むベルトロ
ック部材２５に対して、相対的な力が伝達されることとなる。その結果、ベルトロック部
材２５をベルトロック解除位置に移動させてしまうことも起こり得る。この場合、ベルト
ロック部材２５は、ベルトロック位置からベルトロック解除位置まで、シャフト３４を中
心として回動する。
【００５２】
　このようにベルトロック部材２５が単体として回動すると、操作部２６の突出部２６５
と、ベルトロック部材２５の当接部２５２との間の当接が解除される。すなわち、ベルト
ロック部材２５が、外部からの力によって単体として回動した場合、ベルトロック部材２
５と操作部２６との間の機械的結合が解除される構成となっている。このため、操作部２
６は、ベルトロック部材２５の単体としての回動によって、何ら影響を受けることがない
。したがって、上記のようにベルトロック部材２５単体が回動した場合においても、操作
部２６の位置は確実に維持される。すなわち、ベルト抜け止め部材２４の位置も確実に維
持されることとなる。これにより、開口端２７の閉鎖状態が維持されるため、シートベル
ト１２がシートベルト挿通孔２２から脱落することを防止することができる。
【００５３】
　このように、本実施形態に係るシートベルトロック装置２１によれば、チャイルドシー
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ト１１を自動車座席に締着固定する際にシートベルト１２を引っ張る作業を行った場合に
、仮にベルトロック部材２５がベルトロック解除位置へ向けて移動させられたとしても、
シートベルト１２をシートベルト挿通孔２２内に確実に保持することができる。これによ
り、チャイルドシートの取り付け作業時にシートベルト１２がシートベルトロック装置２
１から脱落することを防止することができるため、取り付け作業に係る利便性を向上させ
ることができる。
【００５４】
　また、衝突等によりチャイルドシート１１に衝撃が加えられた場合においても、シート
ベルトロック装置２１は、上記のようにシートベルト１２をシートベルト挿通孔２２内に
確実に保持することができるため、チャイルドシート１１を抑えるシートベルト１２の押
さえ位置をより安定させることができる。したがって、チャイルドシート１１を自動車座
席にシートベルト１２を介してより安定して締着固定することができる。
【００５５】
　また、本実施形態によれば、使用者は、一つの操作ボタン２６１を押し込む操作をする
だけで、シートベルト１２の出し入れと、シートベルト１２のロック／ロック解除といっ
た作業を行うことができる。したがって、チャイルドシート１１を自動車座席により容易
に設置することが可能となる。
【００５６】
　なお、本実施形態においては、ベルトロック部材が本体ケースに枢支され、ベルトロッ
ク位置とベルトロック解除位置との間を回動により移動する場合について述べたが、これ
に限らず、ベルトロック部材が、ベルトロック位置とベルトロック解除位置との間を摺動
するように本体ケースに支持される構成であってもよい。
【００５７】
　また、本実施形態においては、操作部とベルトロック部材との機械的な結合を、操作部
に設けられた突出部とベルトロック部材に設けられた当接部との当接により実現していた
が、これに限らず、操作部を第一の位置から第二の位置へ操作した場合にはベルトロック
部材に力を伝達し、且つベルトロック部材単体がベルトロック位置からベルトロック解除
位置へ移動する場合には操作部へは力が伝達されない構成であれば、如何なるものであっ
てもよい。例えば、操作部とベルトロック部材との連結を、一方方向への力のみを伝達可
能なワンウェイクラッチによって構成することも可能である。
【００５８】
　また、本実施形態においては、操作部とベルト抜け止め部材とを連動可能に連結する連
結部を、第一貫通孔および第二貫通孔と、これと係合する本体ケース軸部および操作部軸
部とによって構成した場合について述べたが、これに限らず、操作部とベルト抜け止め部
材とを、上記したように連動して動作することができる構成であれば、如何なる連結構造
であってもよい。
【００５９】
　また、本実施形態においては、ベルトロック部材をベルトロック位置に向けて付勢する
付勢手段を、コスト性に優れた捩りコイルバネによって構成した場合について述べたが、
これに限らず、ゴム材料や磁石等、ベルトロック部材をベルトロック位置に向けて付勢可
能であれば、如何なる部材を用いてもよい。
【００６０】
　以上、図面を参照して本発明の実施の形態を説明したが、本発明は、図示した実施の形
態のものに限定されない。図示した実施の形態に対して、本発明と同一の範囲内において
、あるいは均等の範囲内において、種々の修正や変形を加えることが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明は、取り付けの利便性および安定性に優れたシートベルトロック装置を備えるチ
ャイルドシートを提供するものであって、チャイルドシート製造業に有利に利用される。
【符号の説明】
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【００６２】
　１１　チャイルドシート、１２　シートベルト、１２１　腰ベルト、１２２　肩ベルト
、１３　座部、１４　背もたれ部、１５　シェルフレーム、１６　座席部、１７　ベース
部、１８　ベルト張架部、１８ａ　ベルト係止部、２１　シートベルトロック装置、２２
　シートベルト挿通孔、２３　本体ケース、２４　ベルト抜け止め部材、２４１　抜け止
め部、２４２　係合部、２５　ベルトロック部材、２５１　円筒部、２５２　当接部、２
５３　クラッチ部、２５４　ロック部、２６　操作部、２６１　操作ボタン、２６２　操
作部本体、２６４　足部、２６５　突出部、２７　開口端、２８　表壁部、２９　枠フレ
ーム、２９１，２９２，２９３，２９４　壁部、２２ｓ，３０，２５６，２６７　面、２
８ｈ，２４３，２４４，２５５　貫通孔、３３，２６３　軸部、３４　シャフト。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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